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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第１区分
【発行日】平成22年4月2日(2010.4.2)

【公表番号】特表2009-537429(P2009-537429A)
【公表日】平成21年10月29日(2009.10.29)
【年通号数】公開・登録公報2009-043
【出願番号】特願2009-510320(P2009-510320)
【国際特許分類】
   Ｃ０１Ｂ   7/07     (2006.01)
   Ｆ２５Ｊ   3/02     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０１Ｂ   7/07    　　　Ｂ
   Ｆ２５Ｊ   3/02    　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月9日(2010.2.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　酸素を用い、場合により触媒に基づくＨＣｌ酸化法の生成ガスから塩素を選択的に分離
する方法であって、生成ガスは、塩素に加え、少なくとも過剰の酸素、化学的に不活性な
成分、特に二酸化炭素と場合により希ガス、及び場合によりＨＣｌも含有し、蒸留と、塩
素を含まない酸素流をＨＣｌ酸化法に再循環することによる塩素の選択的分離方法であり
、
　蒸留は、精留セクションとストリッピングセクションを形成する１又はそれ以上の蒸留
塔を用いて操作され、分離すべき混合物は、蒸留塔の精留セクションとストリッピングセ
クションとの間に供給されること、
　蒸留は、８～３０バール（８０００～３００００ＨＰａ）の圧力下、－１０℃～－６０
℃の塔頂温度で行われること、
　蒸留塔内の液体塩素は、蒸留塔の塔底から取り出されること、及び
　蒸留塔の塔頂において、二酸化炭素と酸素を含む混合物が形成され、混合物の一部は還
流として蒸留塔に供給され、混合物の一部は取り出されてＨＣｌ酸化法に供給されること
を特徴とする方法。
【請求項２】
　蒸留に供給される生成ガスは、乾燥されることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　ＨＣｌ酸化法の塩化水素は、イソシアネート製造方法に由来し、精製された塩素は、イ
ソシアネート製造方法に戻されることを特徴とする請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　蒸留中、蒸留塔の塔底は、液体塩素を含み、一連の酸素、二酸化炭素、窒素、場合によ
り希ガス及び場合により塩化水素からの低沸点化合物を実質的に含まないことを特徴とす
る請求項１～３のいずれかに記載の方法。
【請求項５】
　蒸留塔の塔頂で生成する混合物は、二酸化炭素、酸素及び塩化水素を実質的に含んで成
り、この混合物は蒸留塔に還流として供給されることを特徴とする請求項１～４のいずれ
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かに記載の方法。
【請求項６】
　蒸留塔の塔頂で生成する混合物は、一連の酸素、二酸化炭素、窒素、場合により希ガス
及び場合により塩化水素からの全ての低沸点化合物を含み、実質的に塩素を含まないこと
を特徴とする請求項１～５のいずれかに記載の方法。
【請求項７】
　塔頂における凝縮温度を高めるため、蒸留塔の投入流に塩化水素ガスを追加して加える
こと、及び／又は蒸留塔の気体と一緒に塩化水素ガスを蒸留塔のオーバーヘッドコンデン
サーに加えることを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載の方法。
【請求項８】
　上流のＨＣｌ酸化法の予め精製されたＨＣｌガスの最大で３０容量％を、そのＨＣｌ酸
化の前に分岐して、ＨＣｌ酸化法からの生成混合物の蒸留に加えることを特徴とする請求
項７に記載の方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００１】
　本発明は、酸素を用い、場合により触媒に基づく（又は触媒を利用する）ＨＣｌ酸化法
の生成ガスから選択的に塩素を分離する方法であって、生成ガスは、塩素の他に、少なく
とも過剰の酸素、化学的に不活性の成分、特に二酸化炭素及び希ガスと、場合によりＨＣ
ｌも含有し、蒸留することと、塩素を含まない酸素流をＨＣｌ酸化法に再循環することに
よる塩素の選択的分離方法に関する。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６１】
　上記に示した方法によって分離され、場合により精製された塩化水素を、その後酸素を
用いるＨＣｌ酸化に供給することができる。
　本発明の主な態様を以下に記載する。
　１．酸素を用い、場合により触媒に基づくＨＣｌ酸化法の生成ガスから塩素を選択的に
分離する方法であって、生成ガスは、塩素に加え、少なくとも過剰の酸素、化学的に不活
性な成分、特に二酸化炭素と場合により希ガス、及び場合によりＨＣｌも含有し、蒸留と
、塩素を含まない酸素流をＨＣｌ酸化法に再循環することによる塩素の選択的分離方法で
あり、
　蒸留は、精留セクションとストリッピングセクションを形成する１又はそれ以上の蒸留
塔を用いて操作され、分離すべき混合物は、蒸留塔の精留セクションとストリッピングセ
クションとの間に供給されること、
　蒸留は、８～３０バール（８０００～３００００ＨＰａ）の圧力下、－１０℃～－６０
℃の塔頂温度で行われること、
　蒸留塔内の液体塩素は、蒸留塔の塔底から取り出されること、及び
　蒸留塔の塔頂において、二酸化炭素と酸素を含む混合物が形成され、混合物の一部は還
流として蒸留塔に供給され、混合物の一部は取り出されてＨＣｌ酸化法に供給されること
を特徴とする方法。
　２．蒸留に供給される生成ガスは、乾燥されることを特徴とする上記１に記載の方法。
　３．ＨＣｌ酸化法は、ディーコン法であることを特徴とする上記１又は２に記載の方法
。



(3) JP 2009-537429 A5 2010.4.2

　４．ＨＣｌ酸化法の塩化水素は、イソシアネート製造方法に由来し、精製された塩素は
、イソシアネート製造方法に戻されることを特徴とする上記１～３のいずれかに記載の方
法。
　５．ＨＣｌ酸化法の塩化水素は、塩素化芳香族に関する有機化合物の塩素化方法に由来
し、精製された塩素は、塩素化方法に戻されることを特徴とする上記１～３のいずれかに
記載の方法。
　６．蒸留は、１０～２５バール（１００００～２５０００ＨＰａ）の圧力下、－２５℃
～－４５℃の塔頂温度で操作されることを特徴とする上記１～５のいずれかに記載の方法
。
　７．蒸留中、蒸留塔の塔底は、液体塩素を含み、一連の酸素、二酸化炭素、窒素、場合
により希ガス及び場合により塩化水素からの低沸点化合物を実質的に含まないことを特徴
とする上記１～６のいずれかに記載の方法。
　８．蒸留塔の塔頂で生成する混合物は、二酸化炭素、酸素及び塩化水素を実質的に含ん
で成り、この混合物は蒸留塔に還流として供給されることを特徴とする上記１～７のいず
れかに記載の方法。
　９．蒸留塔の塔頂で生成する混合物は、一連の酸素、二酸化炭素、窒素、場合により希
ガス及び場合により塩化水素からの全ての低沸点化合物を含み、実質的に塩素を含まない
ことを特徴とする上記１～８のいずれかに記載の方法。
　１０．塔頂における凝縮温度を高めるため、蒸留塔の投入流に塩化水素ガスを追加して
加えること、及び／又は蒸留塔の気体と一緒に塩化水素ガスを蒸留塔のオーバーヘッドコ
ンデンサーに加えることを特徴とする上記１～９のいずれかに記載の方法。
　１１．上流のＨＣｌ酸化法の予め精製されたＨＣｌガスの最大で３０容量％を、そのＨ
Ｃｌ酸化の前に分岐して、ＨＣｌ酸化法からの生成混合物の蒸留に加えることを特徴とす
る上記１０に記載の方法。
　１２．蒸留塔の塔頂後のコンデンサー出口領域における二酸化炭素含量は、特に蒸留の
上流のＨＣｌ酸化の始動時の間も、２０～７０容量％、特に好ましくは３０～５０容量％
の範囲であることを特徴とする上記１～１１のいずれかに記載の方法。
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